
議 案 第 １ 号

平成２１年度北海道一般会計補正予算（第１号）

平成２１年度北海道一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０８，０３３，５１６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ２，９８４，３７７，０４０千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の変更は、「第２表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

７ 分担金及び負担金 ３３，３５４，９６０ １，８４７，８４２ ３５，２０２，８０２

１ 分 担 金 ２，３８８，０３５ ５６９，１３７ ２，９５７，１７２

２ 負 担 金 ３０，９６６，９２５ １，２７８，７０５ ３２，２４５，６３０

９ 国 庫 支 出 金 ３２５，７０７，０８２ ５９，６４２，１５９ ３８５，３４９，２４１

２ 国 庫 補 助 金 ２０５，５６９，７７１ ５９，６１９，０７４ ２６５，１８８，８４５

３ 委 託 金 ８，１６１，４２２ ２３，０８５ ８，１８４，５０７

１０ 財 産 収 入 １３，３１３，９１８ ５４，３６１ １３，３６８，２７９

１ 財 産 運 用 収 入 ４，８１８，９９１ ５４，３６１ ４，８７３，３５２

１２ 繰 入 金 ２９，３８４，２８０ ４，８６９，６８５ ３４，２５３，９６５

２ 基 金 繰 入 金 ２５，６５１，３４８ ４，８６９，６８５ ３０，５２１，０３３

１３ 諸 収 入 ３３７，５８７，２０３ １８，０６９ ３３７，６０５，２７２

２ 預 金 利 子 ７６，０７８ １８，０６９ ９４，１４７
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

１４ 道 債 ７１９，１７５，４００ ４１，６０１，４００ ７６０，７７６，８００

１ 道 債 ７１９，１７５，４００ ４１，６０１，４００ ７６０，７７６，８００

歳 入 合 計 ２，８７６，３４３，５２４ １０８，０３３，５１６ ２，９８４，３７７，０４０
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歳 出
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 ２３６，７６２，５２９ ３，０００，０００ ２３９，７６２，５２９

１ 総 務 管 理 費 ９５，４３４，８９１ ３，０００，０００ ９８，４３４，８９１

４ 企 画 振 興 費 ８１，６１６，６０１ ５，９０４，４６４ ８７，５２１，０６５

５ 科 学 Ｉ Ｔ 振 興 費 ４，２１５，２５２ ９７９，５２０ ５，１９４，７７２

６ 新幹線・交通企画費 １０，１１９，５２６ ４，９２４，９４４ １５，０４４，４７０

６ 保 健 福 祉 費 ３１３，０３５，９０２ ５４１，０９８ ３１３，５７７，０００

３ 健 康 推 進 費 １１，４８６，２９７ １０９，３２７ １１，５９５，６２４

１１ 障害者保健福祉費 ３９，０６７，２４６ ３９２，８８２ ３９，４６０，１２８

１２ 子ども未来推進費 ３６，６０７，４８８ ３８，８８９ ３６，６４６，３７７

７ 経 済 費 ２２８，６８９，１５５ １１，１０２，３１０ ２３９，７９１，４６５

２
観光のくにづくり

推 進 費
６２９，２４１ １００，０００ ７２９，２４１

５ 商 業 経 済 交 流 費 ２１３，９９３ １０，０００ ２２３，９９３

７ 資源エネルギー費 ２，７２３，１９８ ６８９，９９３ ３，４１３，１９１
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

８ 雇 用 労 政 費 ９，０００，５６６ １０，２７９，２３２ １９，２７９，７９８

９ 人 材 育 成 費 ２，６１７，１５０ ２３，０８５ ２，６４０，２３５

８ 農 政 費 １６１，０９６，５４９ １５，８６１，０７３ １７６，９５７，６２２

１ 農 政 管 理 費 １３，９６０，０７６ ５７８，０９８ １４，５３８，１７４

６ 農 業 経 営 費 ３，４４６，５５０ １１，００８ ３，４５７，５５８

７ 農 業 支 援 費 ５，７２２，１８１ ２，０２１，６８８ ７，７４３，８６９

１０ 農業農村整備事業費 ６１，３２９，２２１ １１，９１９，１０２ ７３，２４８，３２３

１１ 農 業 施 設 管 理 費 ３８，７９２，９７５ １，３３１，１７７ ４０，１２４，１５２

９ 水 産 林 務 費 ７６，１０３，６５２ ３１，４９２，１２０ １０７，５９５，７７２

１ 水 産 林 務 管 理 費 １０，９６３，１９４ ４１５，５７１ １１，３７８，７６５

３ 水 産 振 興 費 ３１９，３８８ ９７８，１００ １，２９７，４８８

４ 漁 港 漁 村 費 ２７，９０３，６５７ ８，８２７，５９６ ３６，７３１，２５３

５ 漁 業 管 理 費 ２，４７７，７３６ １０，５００ ２，４８８，２３６

６ 林 業 木 材 費 ３，９４４，５７６ １５，１０５，７３３ １９，０５０，３０９
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

７ 森 林 計 画 費 ２，３１７，４５３ １，４４２，８４５ ３，７６０，２９８

８ 森 林 整 備 費 ７，８７８，４４０ ２，０１８，７２７ ９，８９７，１６７

９ 治 山 費 １１，６９１，４９１ １，５６６，８５０ １３，２５８，３４１

１１ 道 有 林 費 ２，１０９，９４３ １，１２６，１９８ ３，２３６，１４１

１０ 建 設 費 ３２５，０４４，６２５ ３７，６６９，３３５ ３６２，７１３，９６０

１ 建 設 管 理 費 ６７，３００，３６１ ５２，０００ ６７，３５２，３６１

２ 道 路 橋 り ょ う 費 １４２，９６２，９０３ １８，６５４，０００ １６１，６１６，９０３

３ 河 川 費 ６３，８１６，６３２ １４，９８６，２８３ ７８，８０２，９１５

４ 空 港 港 湾 費 ６，５５２，６１１ ６７，６５０ ６，６２０，２６１

５ 砂 防 海 岸 費 １９，７１８，７３９ ２，８１２，４０２ ２２，５３１，１４１

８ 都 市 環 境 費 ２１，０２９，４８０ ９７７，０００ ２２，００６，４８０

９ 公 園 下 水 道 費 ２，４４５，８７９ １２０，０００ ２，５６５，８７９

１２ 教 育 費 ４８０，７７３，３９３ ２，０７１，２６６ ４８２，８４４，６５９

４ 高 等 学 校 費 １０７，３６２，３５４ １，３２３，５８５ １０８，６８５，９３９
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

５ 特 別 支 援 学 校 費 ４６，４３４，９７２ ７３９，９２３ ４７，１７４，８９５

６ 学 校 教 育 費 １，４６８，９５６ ７，７５８ １，４７６，７１４

１３ 災 害 復 旧 費 ３，５４０，８５１ ３９１，８５０ ３，９３２，７０１

２
水 産 林 業 施 設

災 害 復 旧 費
６２２，９６１ ３９１，８５０ １，０１４，８１１

歳 出 合 計 ２，８７６，３４３，５２４ １０８，０３３，５１６ ２，９８４，３７７，０４０
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第 ２ 表

債 務 負 担 行 為 補 正
（単位 千円）

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

平成２１年度農業近代化資金の融通
に伴う利子補給に関する債務負担
行為

平成２１年度から
平成４１年度まで

２２０，９６８
平成２１年度から
平成４１年度まで

２５８，１０２

平成２１年度農業経営基盤強化資金
の融通に伴う道費補助に関する債
務負担行為

平成２１年度から
平成４６年度まで

１，０７６，８６１
平成２１年度から
平成４６年度まで

１，４５６，３９０

平成２１年度持続的農業・農村づく
り促進特別対策事業に係る道費補
助に関する債務負担行為

平成２１年度から
平成３０年度まで

１，７２４，０３７
平成２１年度から
平成３０年度まで

２，１５６，０３２
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第 ３ 表

地 方 債 補 正
（単位 千円）

起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

北海道新幹線

鉄 道 整 備

事 業 費

７，３４４，０００

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

１０％

以内

措置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

１２，１９３，０００

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

１０％

以内

措置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

土 地 改 良

事 業 費
１１，９３２，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １５，４４０，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

農 地 防 災

事 業 費
１，４２２，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １，５３１，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

農村総合整備

事 業 費
１，３１１，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １，４４０，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

農道 等 整 備

事 業 費
９９３，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １，１２９，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

直轄土地改良

事 業 費
１３，３０７，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １４，６３８，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

水 産 基 盤

整 備 費
７，０６７，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ９，５７５，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

直 轄 特 定

漁 港 漁 場

整備 事 業 費

４，７３２，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ６，２２４，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

漁 港 海 岸

保 全 費
６６１，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ７６９，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

林道 事 業 費 ５５６，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 １，２６９，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

治山 事 業 費 ５，５０２，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ６，２３２，０００ 同 上

１０％

以内
同 上
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起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

森林 整 備 費 １，９８８，１００

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

１０％

以内

据置期間を含め５０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

２，６５９，５００

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

１０％

以内

据置期間を含め５０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

直 轄 道 路

事 業 費
４５，３７５，０００ 同 上

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

５３，１５８，０００ 同 上
１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

道 路 維 持

管 理 費
２，３００，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ４，７８５，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

道 路 新 設

改 良 費
７，０６７，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ８，５６６，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

積 雪 寒 冷

対 策 費
１，８６０，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ２，２３６，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

市 町 村 道

整 備 費
６０７，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ６１６，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

直 轄 河 川

事 業 費
１９，３３７，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ２８，０５３，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

河川 改 良 費 １０，６１０，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 １２，７１４，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

ダム 建 設 費 ２，５４５，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ２，６２３，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

直 轄 空 港

整 備 費
４５４，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ４９１，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

直 轄 砂 防

事 業 費
１，４５０，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １，９２２，０００ 同 上

１０％

以内
同 上
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起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

砂 防 費 ５，９１９，０００

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

１０％

以内

措置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

６，４７６，０００

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

１０％

以内

措置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

直 轄 海 岸

事 業 費
１６８，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ４８１，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

海 岸 保 全

事 業 費
１，３３５，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １，５９４，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

街路 事 業 費 ４，４５１，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ４，９４１，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

都市 公 園 費 ６７２，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ７３２，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

漁 港 災 害

復 旧 費
３７，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １１６，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

合 計 ７１９，１７５，４００ ７６０，７７６，８００
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議 案 第 ２ 号

平成２１年度北海道営住宅事業特別会計補正予算（第１号）

平成２１年度北海道営住宅事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２００，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２４，１４２，７６６千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の変更は、「第２表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 国 庫 支 出 金 ３，５４８，０７３ ５４０，０００ ４，０８８，０７３

１ 国 庫 補 助 金 ３，５４８，０７３ ５４０，０００ ４，０８８，０７３

７ 道 債 ６，６３０，０００ ６６０，０００ ７，２９０，０００

１ 道 債 ６，６３０，０００ ６６０，０００ ７，２９０，０００

歳 入 合 計 ２２，９４２，７６６ １，２００，０００ ２４，１４２，７６６
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歳 出
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 道 営 住 宅 事 業 費 ８，８０２，４６６ １，２００，０００ １０，００２，４６６

１ 道 営 住 宅 事 業 費 ８，８０２，４６６ １，２００，０００ １０，００２，４６６

歳 出 合 計 ２２，９４２，７６６ １，２００，０００ ２４，１４２，７６６
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第 ２ 表

債 務 負 担 行 為 補 正
（単位 千円）

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

平成２１年度建設に係る公営住宅の
工事請負に関する債務負担行為

平成２１年度から
平成２２年度まで

３，０６４，０００
平成２１年度から
平成２２年度まで

３，８０９，０００
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第 ３ 表

地 方 債 補 正
（単位 千円）

起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

公 営 住 宅

建 設 費
３，８４４，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる。

１０％

以内

措置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

４，５０４，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる。

１０％

以内

措置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

合 計 ６，６３０，０００ ７，２９０，０００
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